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佐倉市条例第   号 

   佐倉市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 佐倉市国民健康保険税条例（昭和３４年佐倉市条例第２６号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２４条第２項第１号中「、住所及び個人番号（行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第

２条第５項に規定する個人番号をいう。）」を「及び住所」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  

 


